
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る

1 □ 全職員で現状と具体的対応策について共通理解し、感染拡大防止にむけた体制
を確立する。

2 □
今後の発生状況によっては、想定の範囲を超える対応が生じることもあり得る
ことを全職員で共通認識し、児童生徒、保護者、関係機関等と確実に連絡が取
れる体制を確立する。

3 □ 万一、学校で感染症が発生した場合に備え、児童生徒の出席状況や活動内容、
感染拡大の防止対策等について継続して把握しておく。

【児童生徒への指導に関すること】

4 □ 現在の状況から、感染の拡大防止には一人一人の意識と行動が重要であること
を理解させる。

5 □ 新型コロナウイルス感染症について十分理解させ、いじめや差別、偏見が生じ
ないよう、人権尊重の観点から指導する。

【家庭との連携に関すること】

6 □ 登校前に検温と風邪症状の確認を行い、健康カード等を活用して児童生徒の健
康状態を学校と共有する。

7 □ 児童生徒に発熱や風邪症状がみられる場合は、自宅で休養させるよう家庭に周
知する。

8 □ マスクの購入が困難な状況であることから、手作りマスクの作成方法を児童生
徒及び家庭に周知する。

9 □ 学校医、学校薬剤師等と連携して衛生管理体制を整え、消毒に必要な用具を準
備する。

10 □ 登校前に検温や風邪症状の確認ができなかった児童生徒に対し、学校で確認す
る準備を整える。

11 □ 正しい手洗いや咳エチケットの指導を行い、手洗い場や教室等に掲示して児童
生徒に周知徹底する。

12 □ 十分な睡眠とバランスの取れた食事を心がけるよう指導し、昼休み等は外での
遊びや運動を推奨する。

【保健指導・衛生管理・給食指導に関すること】

学校再開ガイドラインのチェックリスト

【学校運営全般に関すること】



13 □
教室等は、可能な限り、常に窓を開けたままの状態にする。天候や気温の状況
等でできない場合でも、少なくとも１時間に１回、窓を大きく開けて換気を行
う。

14 □ 児童生徒の防寒着の着用について配慮し、共通理解を図る。

15 □ 校内では、児童生徒、職員ともに、常にマスクを着用し、活動等によって外さ
ざるを得ない場合は最小限とするよう指導する。

16 □ 日常的に医療的ケアが必要な児童生徒及び海外から帰国した児童生徒への対応
について確認する。

17 □ きめ細かな健康観察を実施し、児童生徒の心身の状態を的確に把握するととも
に、ストレス等によって生じる心の健康問題にも適切に取り組む。

18 □ 給食前は、特に児童生徒全員の手洗いを徹底する。

19 □ 給食当番の児童生徒の健康状態には特に注意する。

20 □ 給食時間中は、グループによる向かい合った隊形での食事や会話を控える。

21 □ 一斉臨時休業に伴う学習の遅れに関する対応策について検討する。

22 □ 必要に応じて指導順序の変更や学習形態を工夫し、感染症対策を優先する。

23 □ 入学式や始業式、その他の集会活動の実施形態について確認し、職員間で共通
理解を図る。

24 □ 新学期当初に計画されている学校行事等（修学旅行や運動会等）について、関
係者等と協議し、中止、延期等について検討する。

25 □ 部活動については、当面の間、令和２年３月23日付け教学第2177で通知したと
おりとする。

【その他】

26 □ 教職員の服務に関すること。

27 □ 放課後児童クラブ、放課後等デイサービスの活用に関すること。

28 □ 就学援助などに関すること。

【各教科等の指導、学校行事、部活動指導に関すること】


